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8 5．持分会社の種類と特徴

Ⅰ．現行制度の概要

1 ．会社の類型の種類

会社 法 にお ける会社 類型 として は，物的会社 と して株 式会社・ 有 限会社 ， 人

的会社 と して合 名会社・ 合資会社 が存在 して いる。

2 ．合名会社・合資会社の特徴

（1）出資者の責任

株式 会社及 び有 限会社 は， 出資者 について 出資額 を限度 と した有限責任 が と

られてい るのに対 して，合名会社 の 出資者 につ いて は全 員が無 限責任社 員で あ

るこ と，合資会社 の 出資者 は 1 人以上 （有限責任社 員 も 1 人以上 必要） が無 限

責任社 員 となる （商 80 ，商 15 7）。

（2）会社内部の規律

株式会社及び有限会社はそれぞれ商法及び有限会社法によって強行的に規定

され てい るの に対 して，合 名会社 及 び合 資会社 につい ては，原則 として民法 の

組合 の規 定が準用 されてお り，定款 自治 が認め られて いるため定款 認証 の必 要

もない （商 68，商 14 7）。
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（3）活 用

合名会社・合資会社 は設立や運営が簡単ではあるが，特に合名会社について

は全員が 無限責任社 員 とい うこ とと，対外 的な印象 も影響 して実際 にはあ ま り

活用 されてい ないのが現状 であ る。

Ⅱ． 改 正 の ポ イ ン ト

1 ．合同会社 （日本版L LC ）の創設

出資者全 員が有 限責任 であ る とともに，会社 の 内部 規律 について は出資者全

員が話 し合 って機 関設計 や利益配分 などを 自由 に定 め るこ とがで きる新 た な会

社類型が創設された。

2 ．会社内部の規律を統一化

合名会社，合資会社又は合同会社 については「持分会社」と総称 し，会社内部

の規律 について統 一 され た。

3 ．組織変更

持分会社 について統一の規律で整備されたことに伴い，各会社間の組織変更

や持分会社か ら株式会社への組織変更， さらに株式会社か ら持分会社への組織

変更 が 柔 軟 にで き る こ と とな っ た。

4 ．商 号

持分会社は社員の責任 において，会社の商号中に「合同会社」「合資会社」「合

名会社 」とい う文字 を使用 しなけれ ば な らな い。 さ らに， その商号 中 に，他 の

種類 の会 社で ある と誤 認 され るおそれ のあ る文字 を使 用す る ことは禁 止 されて

いる。

5 ．不動産登記及び許認可の取扱い

持分 会社 につ いて は，株 式会社 と同様 に不動産登 記又 は許認可 な どにつ いて

持分会社 と して登 記 を行 い又 は認可 を受 ける ことが で きる。

今 ま で ， ジ ョイ ン トベ ンチ ャー や 投 資 フ ァ ン ドな どで 活 用 され て い る有 限責

任事業組合や民法上の任意組合については，組合 として不動産登記や認可を受

ける ことが で きず，各 出資者が不 動産登 記及 び認 可 を受 けなけれ ばな らなかっ
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た。

持分会社が民法上の組合の規定を準用されていなが らこれ らの取扱いが株式

会社 と同様 であ るので活用範 囲が広が る もの と考 え られ る。

6 ．持分会社の主な特徴

Ⅲ．実務対応

今 回の改正 において は，主 に合 同会社 （日本版L L C ） が創設 され たこ とで持

分会社の活用の範囲が期待されている。

この合 同会社 の導入 のモデ ル とな った米国の L L C は次 の よ うな特 徴 を兼ね備

えた法 人であ る。

① 出資者全員の有限責任

（彰 法 人格

③ 内部規律の柔軟性

④ パススルー課税

ところで，商法 で はこの ような法 人制度 は存在 してい ない。 したが って，上
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記① ～（卦までを兼ね備 えた法 人制度が合 同会社 （日本版L L C ） と して創 設 され

るこ と と な る の で あ る。

ただ し，④ につい ては現在 の ところ明確 なこ とは触 れ られてい ないので ある

が，現 行税制上 にお いては法 人格 の存在 があ るこ とか らパ スス ルー課税 が認 め

られない もの と考 え られるので ，今 後 の税 制改正が注 目される。

L LC

パススルー課税
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8 6．合同会社 （日本版L L C ）創設の背景

Ⅰ．現行制度の概要

1 ．合名会社・合資会社の活用

わが国 にお いて は， 出資者が有 限責任 であ る会社 は物的会社 と しての株式会

社・ 有 限会社 だけで あった。人 的会社 としての合名 会社・ 合 資会社 につい ては

出資者 が無 限責任 とい うことで平 成15年 国税 庁統計情 報 に よると法 人数は下記

のとお り1．5％ 程 度 しか ない。

2 ．米国 におけるL LC の活用

米 国において は，昭和 5 2年 にパ ー トナ ー シップ制度 が導入 された ものの，当

初税 の取扱 いが 明確 で なかった ためにあ ま り活用 されなか った。そ こで昭和 63

年に一定 の条件 を満 た した L L C に構成 員課税 が認め られた こ とに よ り利用 され
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るようにな り， さらに平成 9 年 には，法 人課税 か構成 員課税 の選択が で きるチ

ェック・ ザ・ ボ ックス とい う制度 が導入 され現在 では米 国の会社 におけ るL L C

の割 合 は 1 割 を 占 め る こ と とな っ た。

Ⅱ ． コ メ ン ト

昨今，物的資産中心の重厚長大産業か ら知的財産などの人的資産を重要視す

ると い う企 業 形 態 へ と シ フ ト して い る と い え る。 こ れ ら を裏 付 け る よ うに 日本

企業 の保 有資産 の うち無形 資産 の割 合が30 ％ を占めてい るが ，いわ ゆる 日本 を

代表す る優 良企業 で はそ の割合が50％ を超 える企業が多 いのが実態 であ る。

この ような時代 の ニーズに対応 して人 的資産 を活 かせ る合 同会社が創 設 され

たのである。

知的財産

チェック・ザ・ボ ックス
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8 7．合同会社の設立

Ⅰ．定款の記載事項 と登記事項

1 ．定款の記載事項（会576（丑④）

合 同会社 の定款 には次の事項 を記載す る こ ととされて いる。

① 目 的

（参 商 号

③ 本店の所在地

④ 社員の氏名又は名称及び住所

⑤ 社員 の全 部 を有 限責任 とす る旨 （注 1 ）

（む 社員 の出資の 目的

（注 1 ）上記の （5） は，合同会社である場合 における記載事項であ るので，合名会社であ

る場合 には社員 の全部が無限責任 とする旨が記載 され，合資会社 の場合 には社員の一

部を無限責任社員 とし，その他の社員 を有限責任社員 とする旨が記載 される。

これ らの他 に存続期 間，解散事 由，公 告方法 につい て定款 に記載 され た場合

には これ らにつ いて は登 記事項 とな る。

2 ．出資の履行 （会578）

合 同会社 の社 員 になろ う とす る者 は，設立登記 をす る時 まで に，その 出資に

係る金銭の全額の払込み，又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付 し

なければ な らない。
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3 ．登記 （会579 会914）

合同会社の設立は，その本店の所在地において次の掲げる事項の登記 をする

こと に よっ て 成 立 す る。

（彰 目 的

② 商 号

③ 本店及び支店の所在場所 （注 2 ）

④ 合 同会社 の存 続期 間又 は解散 の事 由につい ての定款 の定めが ある ときは

その定め

⑤ 資本金の額

（彰 業務執行する社員の氏名又は名称 （注 3 ）

（参 代表社員の氏名又は名称及び住所

（勤 代 表社員 が法人 の ときは 当該社 員の職務 を行 うべ き者の氏名 及 び住所

⑲ 公告方法について定款の定めがある場合のその定め

⑪ 電子公告 を公告方法とする場合 には一定の事項

⑫ 公告方法 につ いて定款の定 めが ない ときは，官報 に掲 載す る方 法 を公告

方 法 とす る旨

（注 2 ）支店については定款の絶対的記載事項ではないが登記 は必要 となる。

（注 3 ）社員のうち，業務執行する社 員のみ登記が必要 となる。

総社 貞の氏 名又 は名称 及 び出資の価格 が登記事項 とはされてい ないの は，合

同会社 にお いて は， 人的 な構成 が重視 されてい る とい う理 由か らであ る。社 員

の氏 名・ 名称 ，出資額 を登記事項 と して しま うと社 員 の変 動があ った都 度登 記

をしなければな らな くな り，利便 性が著 し く損 なわれ るこ とと， 出資者全員 が

有限責任 であ り， かつ，全額払 込制度 ，資本制 度類 似 の制 度 を採用 す るこ とで

株式会社 同様 登記事項 とされ てい ない のであ る。

Ⅱ．定款の変更

合 同会社 成立後 の定款の変 更 につ いて は，原則 と して稔社員 の一致 によ りな

され る。 これ は総社 員の意思 の合致 に よ り各種 の事項 が決定 されてい く持分 会

社の特徴 として，社 員の人 的なつ なが りが重視 されてい るこ とによる。
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8 8．合同会社の社員の責任

Ⅰ． 社 員

1 ．社員の人数と業務執行

社 員の 人数 は 1 人 以上 とされて いて，原則 として社員 全員が 会社の業務 を執

行す る権 限 を有す る。た だ し，定款 また は総社 貞の 同意 によ り社 員の一部 を業

務執行社員 として定 める こと も可能 となる （会 5 90① ，5 9 1① ）。

2 ．社員の出資

合 同会社 の出資 は，合 名会社 と異 な り労務 出資は認 め られず ，株 式譲渡制 限

会社 と同様 に，金銭 その他 の財 産 に限 り，全額払 込制度 を採用 してい る。 これ

は社 員全員 が有限責任 であ るこ とか ら，会社債権 者 に対 して は，その払 い込 ま

れた金銭そ の他 の財産 を限度 として責任 を負 うこ とにな る。

Ⅱ．業務執行社員

1 ．業務執行社員の責任

業務 執行社 員 と合 同会社 との関係 と して は，民 法の委任 の規定 が準 用 され業

務執行社 員 は，合同会社 に対 して善管注 意義務及 び忠実義務 を負 うことになる

（ 会 593①③ ）。 こ こで責任 の減免 につい て は，特 別 の規定 は設 け られ てい ない
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ので定款 の定め に よって責任 額 を限定 す るこ とは可能 であ る。

また，業 務執行社 員 はその職務 を行 うこ とにつ いて，悪意又 は重大 な過失が

あったときは，これによって第三者 に生 じた損害 を賠 償す る責任 を負 う（会 59 7）。

2 ．業務執行社員が法人の場合

業務執行社 員が法 人で ある場 合 には，そ の法人 は 自然 人 を「職務執行 者」とし

て選任 しなけれ ばな らない。 その選任 され た職務執行者 はそ の氏 名等 を社 員 に

通知す る と同時 にその職務執行 者の氏 名及 び住所 は登記 され る。 また，職務 執

行者については，業務執行社員と同様に競業避止義務，利益相反取引規制がさ

れる （会 59 8）。

3 ．業務執行社員に対する責任追及の訴え

業務執行社員に対する責任追及の訴えについては，業務執行社員以外の着で

あって も提起 す るこ とがで きる。 この訴 えにつ いて は株式 会社 の株 主代表訴 訟

の提起 手続 と同様 となる。

Ⅲ．計算書類の作成 と開示

合同会社においては，法省令に定め られる貸借対照表，損益計算書及び社員

持分変動計算書の作成 し，10年 間の保存が義務付 けられている（会6 17）。

これ らの計算 書類 について は合 同会社 の営業時 間内 にお いて社員 に対 して閲

覧・ 謄 写 （コ ピー）請 求権が認 め られ る。 なお ，定款 に定 め るこ とに よ り社員

に対 して閲覧・ 謄写 に制限す るこ とが可能 であ るが，事業年 度終了 の時 にお け

る閲覧・ 謄 写 につい ての制 限 までは定款 によ り定 め るこ とはで きない （会 6 1 8

①，② ）。 また，債権 者保 護 の観点 か ら，会社債 権者 に対 して も同様 に閲覧 ・

謄写請求権 が認 め られ ているので ある （会618， 625）。

■■■l■l

忠実義務
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